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 みんながわくわくする１年に！  

校長 髙橋雅彦 
 

春の到来とともに、令和８年度がスタートしました。４月８日(水)には１学期の始業式
が行われました。一つずつ学年が上がった子どもたち。今年度はどんな活躍をしてくれる
のでしょう。 

 
今年の合言葉は「わくわく  MAX(マックス )！」です。本

校は今年度から２年間「サキドリ研究校」の指定を文科省
から受けました。生活科や総合的な学習の時間の授業時数
を柔軟に変更しながら、教育活動を展開していきます。そ
うすることにより子どもたちの主体的な取組や学ぶ意欲を
さらに引き出していきたいと考えます。子どもたち一人一
人が自分らしさを発揮し、より深い学びを実現できるよう
に１年間取り組んでいきます。子どもたちがわくわくしな
がら学ぶ姿を期待しています。 

 
４月９日 (木 )には入学式が行われ、１９名の新１年生が

入学しました。今年度はＪＣＶが式の様子を撮影しまし
た。後日放送される予定です。ご来賓や保護者の皆様、そ
して在校生を前に、堂々とした態度の子どもたち。担任が
一人一人呼名すると、大きな声で返事をすることができま
した。これからの活躍が大変楽しみです。勉強に遊びに元
気一杯に毎日過ごしてくれることをみんなが願っていま
す。  

在校生もとても立派な態度でした。お兄さん、お姉さんとして新１年生の生活を優しく
サポートしてくれることでしょう。まぶしいほどの春の日差しが体育館に降り注ぎ、新１
年生の門出をお祝いしていました。中里の桜も開花まであと少しです。新１年生を迎え、
全校児童は 1７４名となりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度児童数（学年別人数）                    （人）  

  １年生  ２年生  ３年生  ４年生  ５年生  ６年生  計  

  計   １９  ２９  ２４  ３１  ３６  ３５  １７４  

 

 

 

 

学校の様子は、ホームページで公開しています。こちらもぜひご覧ください。  

https://tokamachi.schoolweb.ne.jp/1510044 

★表面のタイトル横にある二次元コードをご利用ください。 



≪新任・転任職員紹介≫ 

 新しく田沢小学校の職員となりました。よろしくお願いいたします。  

職 名 氏 名 前任校等 

教諭 佐藤 里絵  十日町市立東小学校より  

教諭 須佐 裕紀  上越市立黒田小学校より 

教諭 内山 裕介 津南町立上郷小学校より 

教諭 島田  大 育児休業から復帰 

教諭 永井  彩  新採用 

養護助教諭  金澤  環  南魚沼市立大崎小学校より  

教育支援員  湯澤 健一  十日町市立南中学校より 

 

≪職員紹介≫  

以下の職員で今年度の田沢小学校の教育活動を推進します。ご協力をよろしくお願いい
たします。  

  

校  長 髙橋 雅彦  

教  頭 黒田  学  

教務主任 池田 由美  

生活指導主任 島田  大  

１  年 永井  彩  

２  年 小島 有美  

３  年 須佐 裕紀  

４  年 内山 裕介  

５  年 平野 敏行 
６  年 中澤祐太郎  

のびのびＡ組  坂口 晶子  

のびのびＢ組  佐藤 里絵  

のびのびＣ組  澤田 諒子   

のびのびＣ組 本山  賢   

養護教諭 金澤  環  

栄養教諭 丸田 雪江  

主  事 中村 亜秀  

管  理  員  南雲 信昭  

支  援  員  庭野 哲夫  

支  援  員  丸山智恵子  

支  援  員  丸山 惣平  

支  援  員  湯澤 健一  

調  理  員  大見千代子  

調  理  員  蕪木 夏江  

調  理  員  新村  薫  

調  理  員  片桐  愛  

 
※  この他に、５・６年生の外国語（英語）の学習には十日町市教育センターの髙橋 

   真奈美先生から指導していただき、３・４年生の外国語活動には小林理恵先生から
アシスタントに当たっていただきます。 

 

≪通行規制のお願い≫ 

 校門から 117 号線の押しボタン式の横断歩道までの道路は、子どもたちが登下校の際
に通る道路となっています。この道路は道幅が狭く、車がすれ違うことができません。登
下校時にお子さんの送迎等で来校される際は、この道路を利用しないようにお願いしま
す。登下校時間帯以外の利用に関しては特に規制はありません。ご理解とご協力をお願い
いたします。 

 

≪自転車利用についてのお願い≫ 

① 子どもたちの乗る自転車は、利用前に保護者の責任において必ず

点検をするようにしてください。点検項目につきましては、別にお示しいたします。

自転車の利用開始時期に関しては学校では特に指定いたしません。 

② 事故や転倒に備え、子どもたちには保護者の責任でヘルメットを着用するようにし

てください（令和５年４月１日より、すべての自転車利用者のヘル

メットの着用が努力義務となりました）。 

③ 自転車損害賠償責任保険等への加入をお願いします（令和４年 10

月１日より、自転車利用者には前述等の保険への加入が義務付けら

れました）。  


